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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月27日(2011.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が裏面照明用に構成された画素アレイを有する複数のイメージセンサを形成するた
めのウェハレベル加工方法であって、前記複数のイメージセンサはイメージセンサウェハ
を使って形成され、前記イメージセンサウェハは基板と、前記基板上に形成された埋め込
み酸化膜層と、前記埋め込み酸化膜層上に形成されたシード層を含み、前記方法は、
　前記シード層の上に犠牲酸化膜層を形成するステップと、
　前記犠牲酸化膜層の上にフォトレジストを堆積させるステップと、
　前記フォトレジストをパターニングして、前記イメージセンサウェハの複数の画素アレ
イ領域のみを露出させるステップであって、その各画素アレイ領域とは、前記各イメージ
センサのための画素アレイが形成される領域である、ステップと、
　前記露出された画素アレイ領域内のみにおいて、前記シード層の中にｎ型ドーパントを
注入するステップと、
　前記フォトレジストの残りの部分を除去するステップと、
　前記犠牲酸化膜層を除去するステップと、
　前記ドープシード層の上にｐ型エピタキシャル層を形成するステップと、
　前記イメージセンサウェハをさらに加工して前記複数のイメージセンサを形成するステ
ップであって、前記複数のイメージセンサのための前記画素アレイを形成することを含む
、ステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記犠牲酸化膜層と前記シード層を通って前記埋め込み酸化膜層の表面に延びるアライ
ンメントマークを形成するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、
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　前記ｎ型ドーパントは、ヒ素とリンのうちの一方からなることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記露出された画素アレイ領域内の前記シード層の中にｎ型ドーパントを注入する前記
ステップは、前記ｎ型ドーパントを、前記犠牲酸化膜層を通じて前記露出された画素アレ
イ領域内の前記シード層の中に注入するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記露出された画素アレイ領域内の前記シード層の中にｎ型ドーパントを注入する前記
ステップは、前記露出された画素アレイ領域の各々の前記犠牲酸化膜層に開口部をエッチ
ングするステップと、前記エッチングされた開口部を通じて前記シード層に前記ｎ型ドー
パントを注入するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記犠牲酸化膜層を除去する前に前記イメージセンサウェハをアニーリングするステッ
プをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記エピタキシャル層の中に前記画素アレイの感光素子を形成するステップと、
　前記基板を除去して、前記埋め込み酸化膜層の裏面を露出させるステップと、
をさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記イメージセンサウェハを前記複数のイメージセンサに分離するステップをさらに含
むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　裏面照明用に構成された画素アレイを有するイメージセンサであって、
　前記画素アレイの複数の感光素子を含むセンサ層と、
　前記センサ層の裏面に隣接する酸化膜層と、
を備え、
　前記センサ層はシード層と、前記シード層の上に形成されたｐ型エピタキシャル層を含
み、前記シード層は、指定されたｎ型ドーパントが前記センサ層の画素アレイ領域に略限
定される断面ドーピングプロファイルを有することを特徴とするイメージセンサ。
【請求項１０】
　デジタルイメージングデバイスに含まれることを特徴とする、請求項９に記載のイメー
ジセンサ。
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